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8. 屋外アクセスルート周辺構造物の耐震性評価について  

屋外アクセスルートの周辺構造物のうち，タービン建屋，原子炉建屋，廃棄物処理建屋，コン

トロール建屋，緊急時対策所等については，以下の資料において基準地震動Ｓｓに対する耐震性

を有していることを説明している。 

 

(1) 7 号機タービン建屋の耐震性に関する計算書 

・Ⅴ-2-2-6 タービン建屋の耐震性についての計算書 

 

(2) 7 号機原子炉建屋の耐震性に関する計算書 

・Ⅴ-2-2-2 原子炉建屋の耐震性についての計算書 

・Ⅴ-2-2-3 原子炉建屋基礎スラブの耐震性についての計算書 

・Ⅴ-2-9-3-1 原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）の耐震性についての計算書 

・Ⅴ-2-9-3-4 原子炉建屋基礎スラブの耐震性についての計算書 

 

(3) 6/7 号機廃棄物処理建屋の耐震性に関する計算書 

・Ⅴ-2-2-12 廃棄物処理建屋の耐震性についての計算書 

 

(4) 6/7 号機コントロール建屋の耐震性に関する計算書 

・Ⅴ-2-2-10 コントロール建屋の耐震性についての計算書 

 

(5) ７号機格納容器圧力逃がし装置基礎の耐震性に関する計算書 

・Ⅴ-2-2-14 格納容器圧力逃がし装置基礎の耐震性についての計算書 

 

(6) 5 号機タービン建屋の耐震性に関する計算書 

・Ⅴ-2（補足） 資料-3 下位クラス施設の波及的影響の検討について（添付資料８） 

 

(7) 5 号機原子炉建屋の耐震性に関する計算書 

・Ⅴ-2-2-16 緊急時対策所の耐震性についての計算書 

 

(8) 5 号機主排気筒の耐震性に関する計算書 

・Ⅴ-2（補足） 資料-3 下位クラス施設の波及的影響の検討について（添付資料７） 

 

(9) 7 号機主排気筒の耐震性に関する計算書 

・Ⅴ-2-2-8 主排気筒の耐震性についての計算書 

・Ⅴ-2-7-2-1 主排気筒の耐震性についての計算書 

 

(10) 7 号機大物搬入口の耐震性に関する計算書 

・Ⅴ-2-9-3-1 原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）の耐震性についての計算書 
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(11) 7 号機軽油タンクの耐震性に関する計算書 

・Ⅴ-2-10-1-2-1-6 軽油タンクの耐震性についての計算書 

 

(12) 6 号機軽油タンクの耐震性に関する計算書 

・Ⅴ-2-10-1-2-2-5 軽油タンク（6号機設備）の耐震性についての計算書 
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(13) 5 号機格納容器圧力逃がし装置基礎の屋外アクセスルート及び東側保管場所への影響 

   評価について 

a. 概 要 

本資料はＶ-1-1-7-別添 1「可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート」

に基づき，5 号機格納容器圧力逃がし装置基礎（以下，「装置基礎」という。）が，屋外ア

クセスルート及び隣接する東側保管場所に保管される 5号機原子炉建屋内緊急時対策所用

可搬型電源設備（以下，「5 号機可搬電源」という。）に影響を及ぼさないことを説明する

ものである。 

その影響評価は，5 号機可搬電源の有する機能が保持されることを確認するために，装

置基礎を対象に，液状化に伴う地盤の不等沈下による影響を確認することで行う。 

 

b. 基本方針 

(a) 位 置 

装置基礎の設置位置を図 8－1に示す。 

 

 

図 8－1 装置基礎の設置位置 
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(b) 構造概要 

装置基礎は，基礎スラブ及びフィルタベント遮蔽壁（以下「遮蔽壁」という。）で構成

され，主要構造が鉄筋コンクリート造のボックス形状の構築物である。装置基礎の杭伏

図及び概略平面図を図 8－2に，概略断面図を図 8－3に示す。 

遮蔽壁の平面は，9.6m（NS 方向）×14.1m（EW 方向），地上高さは 14.3m であり，一部

を除いて耐震壁として考慮する。装置基礎に加わる地震時の水平力は全て耐震壁で負担

する。 

基礎スラブは，平面が 14.6m（NS 方向）×15.1m（EW 方向），厚さ 2.5m であり，場所

打ち鋼管コンクリート杭（外径 1.2m，24 本，以下「杭」という。）を介して西山層に支

持させている。 

なお，装置基礎直下から支持層である西山層の間には埋戻土と古安田層が介在する。 
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（単位：m） 

(a) 杭伏図 
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（単位：m） 

注記＊：東京湾平均海面（以下「T.M.S.L.」という。） 

(b) 概略平面図(T.M.S.L.12.3m) 

 

図 8－2 装置基礎の杭伏図及び概略平面図 
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（a） A－A 断面 
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（b） B－B 断面 

図 8－3 装置基礎の概略断面図
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(c) 評価方針 

装置基礎の影響評価は，Ｖ-1-1-7-別添 1「可搬型重大事故等対処設備の保管場所及び

アクセスルート」に基づき，隣接する東側保管場所に保管される 5号機可搬電源への影

響評価として行う。 

具体的には，基準地震動Ｓｓに対して，液状化のおそれが否定できない埋戻土及び古

安田層に着目し，その液状化による沈下量を用いて求められる装置基礎の傾斜角が，装

置基礎の転倒に到る傾斜角に達しないことを確認することで，5 号機可搬電源を損壊さ

せないことを評価する。 

この装置基礎の傾斜角は，保守的な条件として，杭を無視し，かつ，埋戻土及び古安

田層の全層が液状化した状態の最大限の沈下量が，装置基礎の一端にのみ生じたと仮定

して評価する。 

装置基礎の影響評価フローを図 8－4に示す。 

 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8－4 装置基礎の影響評価フロー 

評価開始 

評価対象部位の設定 

許容限界の設定 

沈下量に基づく 
装置基礎の傾斜角の計算*1 

装置基礎の最大傾斜角 
≦許容限界 *2 

評価終了 

注記＊1 ：保守的な条件として，杭を無視し，かつ，埋戻土及び古安田層の沈

下量が装置基礎の一端にのみに生じたと仮定した場合の装置基礎

の傾斜角。 
 

  ＊2 ：表 8－2による。 
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(d) 適用規格・基準等 

装置基礎の影響の評価を行う際に適用する規格・基準等を以下に示す。 

・建築基準法・同施行令 

・原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987（（社）日本電気協会） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1991 追補版（（社）日本電気協

会） 
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c. 評価方法 

(a) 評価対象部位 

装置基礎の影響評価対象部位は，装置基礎全体とする。 

 

(b) 地盤条件 

装置基礎が立地する地盤の地盤構成を表 8－1に示す。 

この地盤構成は，装置基礎が隣接する 5号機原子炉建屋の地盤モデルに基づく地盤構

成であり， T.M.S.L.－134.0m の解放基盤表面以浅に西山層，古安田層及び埋戻土が存

在する。 

 

表 8－1 装置基礎が立地する地盤の地質構成 

標 高 

T.M.S.L. 

(m) 

地 質 備 考 

12.0 －  

0.0 
埋戻土 埋戻土全層を液状化層と仮定 

－9.0 
古安田層 

古安田層全層を液状化層 

と仮定 

－60.0 

  

－100.0 

西山層  

－134.0 
 

▼解放基盤表面 

∞ 
椎谷層  
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(c) 許容限界 

装置基礎の傾斜角の許容限界は，装置基礎の転倒限界角θＬとする。なお，転倒限界

角は，装置基礎の転倒により 5号機可搬電源に影響を及ぼさない最大傾斜角とする。 

影響評価における許容限界を表 8－2に示す。 

 

表 8－2 影響評価における許容限界 

機能設計上の 

性能目標 
地震力 部 位 機能維持のための考え方 許容限界 

5 号機可搬電源

に影響を及ぼさ

ない 

基準地震動 

Ｓｓ 
装置基礎全体 

最大傾斜角が5号機可搬電

源に影響を及ぼさないた

めの許容限界を超えない

ことを確認 

1/3.3 

 

 

 

図 8－5 装置基礎の転倒限界角 
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(d) 評価方法 

装置基礎の影響評価は，支持層である西山層との間に介在する埋戻土及び古安田層の

液状化による影響が否定できないことから，埋戻土及び古安田層の全層が液状化した状

態の最大限の沈下量が，装置基礎の一端にのみ生じたと仮定した場合の装置基礎の傾斜

角を用いて，装置基礎全体が転倒に至らないことを確認することで行う。 

最大限の沈下量については，Ｖ-1-1-7-別添 1「可搬型重大事故等対処設備の保管場所

及びアクセスルート」に基づき，埋戻土及び古安田層の体積ひずみの 2.0％とする。 

以上より，最大限の沈下量ＵＺ並びに最大限の沈下量ＵＺに基づく装置基礎の傾斜角θ

Ｚは，図 3-2 に示すとおり装置基礎の南北方向長さをＬとすれば，下式で算定できる。 

 

ＵＺ＝ｈｏ・εｍａｘ 

θＺ＝ＵＺ／Ｌ 

ここで， 

ＵＺ：沈下量（mm） 

ｈｏ：埋戻土及び古安田層の全層厚（=18.5m） 

εｍａｘ：埋戻土及び古安田層の体積ひずみ（=2.0％） 

θＺ：装置基礎傾斜角 

Ｌ：装置基礎の短辺方向長さ（=14.6m） 

 

 

 

 

 

図 8－6 装置基礎の傾斜角の考え方 

液状化層(埋戻土及び古安田層)の最大限の沈下量が，装置基礎の一端にのみ生じ

たと仮定した場合の装置基礎の傾斜角θＺを評価する。 
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d. 評価結果 

支持層である西山層との間に介在する埋戻土及び古安田層が液状化した状態における最

大限の沈下量及びその沈下量から求めた最大傾斜角を表 8－3に示す。 

 

表 8－3 埋戻土及び古安田層の液状化を考慮した沈下量及び最大傾斜角 

 
沈下量 

(mm) 
最大傾斜角 許容限界 

最大値 370 1/39 1/3.3 

 

e. まとめ 

以上より，液状化により埋戻土及び古安田層が最大限に沈下したと仮定しても，装置基

礎は，転倒に至ることはなく，5号機可搬電源は損壊しない。 


